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議 事 次 第 

１．議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言について

（配布資料） 
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緊急事態宣言についての提言（案）
令和３年１月５日（火）

尾身分科会長 提出資料

資料
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緊急事態宣言についての提言

[Ⅱ]現状の分析

1

東京都を中心とした首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）では、既にステージⅣ
相当の対策が必要な段階に達している。即ち、感染拡大が続き、重症者及び死亡者も増加し、
通常の医療、保健、高齢者福祉にも深刻な支障が生じてきている。

したがって、東京都を中心とした首都圏については、今は感染対策の強化を優先事項として、
短期間に集中すべき時期である。

感染が大都市圏だけでなく地方圏でも広がりやすい状況になっており、クラスターも多様化す
るなど、これまでとは様相が異なってきた。

感染の状況は全国的に一様ではないが、東京都を中心とした首都圏の感染状況が沈静化
しなければ、全国的かつ急速なまん延のおそれもあると考える。

分科会としては、これまでの対策で学んだことを基に、可及的速やかに、新型インフルエンザ等対
策特別措置法（特措法）に基づく緊急事態宣言を発出すべきと考える。

[Ⅰ] はじめに

第20回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
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分科会としては、令和2年8月7日の提言において、ステージⅣ相当の地域については、緊急
事態宣言など、強制力のある対応を検討せざるを得ないことを示してきた。

11月25日には、ステージⅢ相当の地域の感染拡大沈静化、さらに緊急事態宣言回避のた
めの提言を示した。その結果、国と自治体の連携により北海道や大阪府などでは感染が下方に
転じたが、東京都では感染上昇し続け、医療逼迫してきた。

こうした状況を踏まえ12月11日には、未だ感染拡大が続く地域（いわゆる「シナリオ３」の
対象地域）に対して、緊急事態宣言を回避すべく、知事のリーダーシップと国の後押しの下、飲
食店の営業時間短縮や外出自粛の要請、テレワークの推進などの緊急事態措置に相当する施
策を提言した。それに応えて、国と自治体は営業時間短縮の要請の延長や支援策の強化を行う
とともに、年末年始の帰省や初詣の分散などの強い要請を行った。

さらに、12月25日には、国と一部の自治体が一体感を持って強い対策を行わない限り、感
染沈静化は困難であることを指摘した。しかし、その後も首都圏では人流が減らず、12月29日
の東京都のモニタリング会議でも、医療逼迫が更に深刻化してきたと評価された。その上、12月
31日には、東京都を中心とした首都圏においては、新規報告数がこれまでの最高値を示した。

こうした中、令和3年1月2日には、国と1都3県との間で、一体感を持って、上記の緊急事態
措置に相当する対策を行うことが合意された。以上の諸点から、まさに今、緊急事態宣言を発
出する時期に至ったと考える。

2

[Ⅲ]なぜ今緊急事態宣言の発出が必要か？
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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8月までは接待を伴う飲食店での感染が多かったが、その後、クラスターが多様化し、飲食
の場を中心に「感染リスクが高まる「５つの場面」」が明確になってきた。さらにその後、飲酒の有
無、時間や場所に関係なく、飲食店以外にも職場や自宅などでの飲み会（いわゆる「宅飲み」）
や屋内でのクラブ活動など多様な場での感染が相対的に増えている。このことは、「三つの密」や
大声、「感染リスクが高まる「５つの場面」」の回避が十分には行われてこなかったことが原因と考
えられる。

特に比較的若い年齢層では、感染しても症状が軽い又は無いことも多く、気が付かずに家庭
や高齢者施設にも感染を広げ、結果として重症者や死亡者が増加する主な要因の一つとなって
いる。また、この年齢層の一部にメッセージが伝わりにくく、十分な行動変容に繋がらなかった。

7-8月の流行では、接待を伴う飲食店や営業時間の短縮要請や重点的な検査等の焦点を
絞った対策によって、感染を下方に転じることができたが、重症者数が幸いにも少なかったことも
あり、その後、社会全体としてこの感染症に対する危機感が薄れてきたと考えられる。

国民の更なる協力を得るためには、国と自治体、専門家との一体感のある強いメッセージ及
び強力な対策が必須である。

3

[Ⅳ]これまで学んできたこと
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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（１）まずは、東京都を中心に首都圏において可及的速やかに感染を下方に転じさせ、医療機
関と保健所への過剰な負荷を軽減させること。

（２）その上で、緊急事態宣言の期間を通して、可及的速やかにステージⅢ相当にまで下げる
こと。

（３）さらに、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策は
ステージⅡ相当以下に下がるまで続けること。

（４）知事が法的な権限を持って外出自粛要請などのより強い対策を打てるようになること。
（５）国と全ての自治体、専門家がより統一感のある強いメッセージを出しやすくなること。
（６）感染の早期収束により経済及び社会機能を早期に回復させること。

4

[Ⅴ]今、緊急事態宣言を発出する意義
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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４月の緊急事態措置をそのまま繰り返すのではなく、上述の「[Ⅳ]これまで学んできたこと」を
基に、感染リスクの高い「三つの密」や大声、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を中心に、集中
的に感染の機会を可及的速やかに低減することが重要である。

【東京都を中心とした首都圏】
（１）飲食の場を中心に上述の感染リスクが高い場面を回避する対策※１
（２）上記（１）の実効性を高めるための環境づくり※２
※１：営業時間短縮の時間の前倒しや要請の徹底など
※２：不要不急の外出・移動の自粛、行政機関や大企業を中心としたテレワーク(極力７割)の徹底、イベント

開催要件の強化（例えば、収容率50%など）、大学や職場等における飲み会の自粛、飲食テイクアウ
トの推奨、大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底など。

【国において行うべき環境整備】
（１）事業者への支援や罰則、宿泊療養等の根拠規定など、感染対策の実効性を高めるため

の特措法や感染症法の早期改正
（２）国民が無理なく感染防止策の実施を持続できる社会の構築※１
（３）国内のウイルスの迅速な分析や情報提供及び変異株が出現した国に対する水際対策の

強化
（４）ワクチン接種の体制整備及び情報提供
※１：感染リスクが高い場所・場面でのアクリル板の設置や検査体制の更なる強化など。

5

[Ⅵ]緊急事態宣言下に実施すべき具体的な対策
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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今回、新型コロナウイルス感染症の流行から初めての冬を経験している。ワクチンの開発につ
いては、予断は許さないが、希望の光も見えてきた。この一年、国民、政府、自治体、保健医療
関係者など日本社会全体が感染拡大防止のために奮闘してきた。この一年間の経験を基に、
日本社会全体が一体感を持って取り組めば、この難局を乗り越えることができると信じている。

6

[Ⅶ]結論
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言

第20回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　9 / 18 ページ



緊急事態宣言についての提言
令和３年１月５日（火）

新型コロナウイルス感染症対策分科会
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緊急事態宣言についての提言

[Ⅱ]現状の分析

1

東京都を中心とした首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）では、既にステージⅣ
相当の対策が必要な段階に達している。即ち、感染拡大が続き、重症者及び死亡者も増加し、
通常の医療、保健、高齢者福祉にも深刻な支障が生じてきている。

したがって、東京都を中心とした首都圏については、今は感染対策の強化を優先事項として、
短期間に集中すべき時期である。

感染が大都市圏だけでなく地方圏でも広がりやすい状況になっており、クラスターも多様化す
るなど、これまでとは様相が異なってきた。

感染の状況は全国的に一様ではないが、東京都を中心とした首都圏の感染状況が沈静化
しなければ、全国的かつ急速なまん延のおそれもあると考える。

分科会としては、これまでの対策で学んだことを基に、可及的速やかに、新型インフルエンザ等対
策特別措置法（特措法）に基づく緊急事態宣言を発出すべきと考える。

[Ⅰ] はじめに

第20回新型コロナウイルス
感染症対策分科会提言
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分科会としては、令和2年8月7日の提言において、ステージⅣ相当の地域については、緊急
事態宣言など、強制力のある対応を検討せざるを得ないことを示してきた。

11月25日には、ステージⅢ相当の地域の感染拡大沈静化、さらに緊急事態宣言回避のた
めの提言を示した。その結果、国と自治体の連携により北海道や大阪府などでは感染が下方に
転じたが、東京都では感染上昇し続け、医療逼迫してきた。

こうした状況を踏まえ12月11日には、未だ感染拡大が続く地域（いわゆる「シナリオ３」の
対象地域）に対して、緊急事態宣言を回避すべく、知事のリーダーシップと国の後押しの下、飲
食店の営業時間短縮や外出自粛の要請、テレワークの推進などの緊急事態措置に相当する施
策を提言した。それに応えて、国と自治体は営業時間短縮の要請の延長や支援策の強化を行う
とともに、年末年始の帰省や初詣の分散などの強い要請を行った。

さらに、12月25日には、国と一部の自治体が一体感を持って強い対策を行わない限り、感
染沈静化は困難であることを指摘した。しかし、その後も首都圏では人流が減らず、12月29日
の東京都のモニタリング会議でも、医療逼迫が更に深刻化してきたと評価された。その上、12月
31日には、東京都を中心とした首都圏においては、新規報告数がこれまでの最高値を示した。

こうした中、令和3年1月2日には、国と1都3県との間で、一体感を持って、上記の緊急事態
措置に相当する対策を行うことが合意された。以上の諸点から、まさに今、緊急事態宣言を発
出する時期に至ったと考える。

2

[Ⅲ]なぜ今緊急事態宣言の発出が必要か？
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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8月までは接待を伴う飲食店での感染が多かったが、その後、クラスターが多様化し、飲食
の場を中心に「感染リスクが高まる「５つの場面」」が明確になってきた。さらにその後、飲酒の有
無、時間や場所に関係なく、飲食店以外にも職場や自宅などでの飲み会（いわゆる「宅飲み」）
や屋内でのクラブ活動など多様な場での感染が相対的に増えている。このことは、「三つの密」や
大声、「感染リスクが高まる「５つの場面」」の回避が十分には行われてこなかったことが原因と考
えられる。

特に比較的若い年齢層では、感染しても症状が軽い又は無いことも多く、気が付かずに家庭
や高齢者施設にも感染を広げ、結果として重症者や死亡者が増加する主な要因の一つとなって
いる。また、この年齢層の一部にメッセージが伝わりにくく、十分な行動変容に繋がらなかった。

7-8月の流行では、接待を伴う飲食店の営業時間の短縮要請や重点的な検査等の焦点を
絞った対策によって、感染を下方に転じることができたが、重症者数が幸いにも少なかったことも
あり、その後、社会全体としてこの感染症に対する危機感が薄れてきたと考えられる。

国民の更なる協力を得るためには、国と自治体、専門家との一体感のある強いメッセージ及
び強力な対策が必須である。

3

[Ⅳ]これまで学んできたこと
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言

第20回　新型インフルエンザ等対策有識者会議　新型コロナウイルス感染症対策分科会　資料集　13 / 18 ページ



（１）まずは、東京都を中心に首都圏において可及的速やかに感染を下方に転じさせ、医療機
関と保健所への過剰な負荷を軽減させること。

（２）その上で、緊急事態宣言の期間を通して、可及的速やかにステージⅢ相当にまで下げる
こと。

（３）さらに、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策は
ステージⅡ相当以下に下がるまで続けること。

（４）知事が法的な権限を持って外出自粛要請などのより強い対策を打てるようになること。
（５）国と全ての自治体、専門家がより統一感のある強いメッセージを出しやすくなること。
（６）感染の早期収束により経済及び社会機能を早期に回復させること。

4

[Ⅴ]今、緊急事態宣言を発出する意義
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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４月の緊急事態措置をそのまま繰り返すのではなく、上述の「[Ⅳ]これまで学んできたこと」を
基に、感染リスクの高い「三つの密」や大声、「感染リスクが高まる「５つの場面」」を中心に、集中
的に感染の機会を可及的速やかに低減することが重要である。

【東京都を中心とした首都圏】
（１）飲食の場を中心に上述の感染リスクが高い場面を回避する対策※１
（２）上記（１）の実効性を高めるための環境づくり※２
※１：営業時間短縮の時間の前倒しや要請の徹底など
※２：不要不急の外出・移動の自粛、行政機関や大企業を中心としたテレワーク(極力７割)の徹底、イベント

開催要件の強化（例えば、収容率50%など）、大学や職場等における飲み会の自粛、飲食テイクアウ
トの推奨、大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底など。

【国において行うべき環境整備】
（１）事業者への支援や罰則、宿泊療養等の根拠規定など、感染対策の実効性を高めるため

の特措法や感染症法の早期改正
（２）国民が無理なく感染防止策の実施を持続できる社会の構築※１
（３）国内のウイルスの迅速な分析や情報提供及び変異株が出現した国に対する水際対策の

強化
（４）ワクチン接種の体制整備及び情報提供
※１：感染リスクが高い場所・場面でのアクリル板の設置への財政支援や検査体制の更なる強化など。

5

[Ⅵ]緊急事態宣言下に実施すべき具体的な対策
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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今回、新型コロナウイルス感染症の流行から初めての冬を経験している。ワクチンの開発につ
いては、予断は許さないが、希望の光も見えてきた。この一年、国民、政府、自治体、保健医療
関係者など日本社会全体が感染拡大防止のために奮闘してきた。この一年間の経験を基に、
日本社会全体が一体感を持って取り組めば、この難局を乗り越えることができると信じている。

6

[Ⅶ]結論
緊急事態宣言についての提言 第20回新型コロナウイルス

感染症対策分科会提言
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新型コロナウイルス感染症対策分科会（第 20 回 持ち回り開催） 

議事概要 

 

１ 日時 

令和 3 年 1 月 5 日（火） 

 

２ 出席者 

分科会長   尾身 茂  独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

分科会長代理 脇田 隆字 国立感染症研究所所長 

構成員    石川 晴巳 ヘルスケアコミュニケーションプランナー 

       石田 昭浩 日本労働組合総連合会副事務局長 

今村 顕史 東京都立駒込病院感染症センター長、感染症科部長 

太田 圭洋 日本医療法人協会副会長 

大竹 文雄 大阪大学大学院経済学研究科教授 

         岡部 信彦 川崎市健康安全研究所長 

押谷  仁 東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授 

釜萢  敏 公益社団法人日本医師会常任理事 

河本 宏子 ANA総合研究所会長 

小林慶一郎 公益財団法人東京財団政策研究所研究主幹 

清古 愛弓 全国保健所長会副会長 

舘田 一博 東邦大学微生物・感染症学講座教授 

中山ひとみ 霞ヶ関総合法律事務所弁護士 

平井 伸治 鳥取県知事 

南   砂 読売新聞東京本社常務取締役 調査研究本部長 

武藤 香織 東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授 

 

３ 議事概要 

＜資料 緊急事態宣言についての提言（案）」についての意見＞ 

 

〇脇田構成員 提言（案）に賛成する。 

 

〇石川構成員 提言（案）に賛成する。 

 

○大竹構成員 基本的には賛成する。ただ、医療が逼迫している状況を克服するため

には、感染者数を減らすことが一番重要なのは間違いないが、医療提供体制を確保

することも緊急に求められると思う。新型コロナ患者を受け入れている医療機関が
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厳しい状況になっているのは事実だが、様々な事情で受け入れていない医療機関も

存在する。医療機関の連携を強め、患者に対応できる体制を整備すれば、市民が様々

な行動制限をとることに繋がりやすくなると思う。 

したがって、５ページの【東京都を中心とした首都圏】の部分に、「(３) 様々な

事情により、これまで患者の受け入れに積極的に関わってこられなかった医療機関

の参加を強力に促す（緊急事態宣言下での知事による説得・調整と財政インセンテ

ィブ）」という文章を入れるべきだと思う。 

 

〇岡部構成員 提言（案）に賛成する。 

 

〇釜萢構成員 提言（案）に賛成する。 

 

〇河本構成員 提言（案）に賛成する。 

 

〇小林構成員 ５ページの「Ⅳ緊急事態宣言下に実施すべき具体的な対策」について、

２点修文を提案する。 

１点目に、【東京都を中心とした首都圏】の項目について、「（３）医療提供体

制の更なる強化」を加え、その具体的内容について、※の３として、「医療機関と

医療従事者への財政支援と知事による積極的な説得・調整など。」とする。 

２点目に、【国において行うべき環境整備】の項目について、※の１「感染リス

クの高い場所・場面でのアクリル板の設置等」の後に、「への財政支援」を追記す

る。 

 

〇中山構成員 提言（案）に賛成する。 

 

〇平井構成員 提言（案）に賛成する。 

 

（以上の意見を踏まえ、尾身分科会長により提言の文言が確定された。） 
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